
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  



 

 

 

 

 

  



 

 

ごあいさつ 
 

さいたま市では、障害のある人もない人も誰もが権利

の主体として安心して地域で暮らしていける社会の実現

を目指し、平成２３年３月に「さいたま市誰もが共に暮

らすための障害者の権利の擁護等に関する条例」を制定

し、全庁一丸となって障害者福祉施策に取り組んでまい

りました。 

今後、急速に進む少子高齢化に伴う生産年齢人口の減

少や核家族化による地域のコミュニティ力の低下、社会

保障関連経費等の増大が見込まれております。また、世

界中で猛威を振るっている新型コロナウイルス感染症の

拡大防止対策として、いわゆる「新しい生活様式」を実践することが求められる

など、本市を取り巻く環境も大きく変化しております。 

こうした時代の変化や課題に対応するため、このたび、「さいたま市障害者総

合支援計画 2021～2023」を策定いたしました。 

本計画の推進に当たっては、計画の審議及び進行管理などを行う「さいたま市

障害者政策委員会」、障害者施策について市民が相互に意見交換を行う「誰もが

共に暮らすための市民会議」、計画の実施主体であるさいたま市が、相互に連携

を図り、計画に掲げた事業の達成状況について検証や評価を行いながら進めてま

いりたいと考えておりますので、一層のご理解とご協力を賜りますようお願い申

し上げます。 

むすびに、この計画の策定に当たって、大変熱心に議論いただきました、さい

たま市障害者政策委員会委員の皆様、さいたま市誰もが共に暮らすための市民会

議委員の皆様をはじめ、多くの市民の皆さまに心から感謝申し上げます。 

 
 

 令和３年２月 
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